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 仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則（令和二年仙台市規則第五号）新旧対照表 

現 行 改正後 

[第一条～第七条 略] [第一条～第七条 略] 

  （一般事業者の事業者温室効果ガス削減計画書の提出に関する読替

え） 

［新設］ 第八条 条例第十五条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のと

おりとする。 

 条例の規定中読

み替える規定 

読み替えられる字句 読み替える字句 

第十条第二項 事項を記載しなければならな

い 

事項（第五号に掲げるも

のを除く。）を記載する

ものとする 

第十条第二項第

一号 
特定事業者 第十五条第一項に規定

する一般事業者 

第十条第三項 第一項 第十五条第一項 

第十条第四項 第一項の規定により事業者温

室効果ガス削減計画書を提出

した特定事業者（以下「計画

書提出特定事業者」という。） 

第十五条第一項の規定

により事業者温室効果

ガス削減計画書を提出

した同項に規定する一

般事業者（以下「計画書

提出一般事業者」とい

う。） 

提出しなければならない 提出することができる 

第十一条第一項

本文、第十二条第

二項及び第三項、

第十三条並びに

第十四条 

計画書提出特定事業者 計画書提出一般事業者 

第十一条第一項 提出しなければならない。た

だし、計画書提出特定事業者

が特定事業者でなくなったと

きは、この限りでない 

提出することができる 

 

 （中小規模特定建築物の規模等） 

［新設］ 第九条 条例第十七条第一項の市長が定める規模は、建築物の延べ面積

二千平方メートルとする。 

 ２ 条例第十七条第一項の市長が定める種類のものは、次の各号のいず

れかに該当する建築物とする。 

 一 延べ面積が十平方メートル以下の建築物 

二 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七

年法律第五十三号）第二十条各号のいずれかに該当する建築物 

三 特定建築事業者が工事を請け負う建築物であって、当該特定建築

事業者がその構造及び設備に関する規格を定めず、又は設計を行わ

ないもの 

 ３ 条例第十七条第一項の市長が定める値は、五千平方メートルとす

る。 

 （中小規模特定建築物における太陽光発電設備の設置基準） 

［新設］ 第十条 条例第十七条第一項の市長が定める基準は、一の年度における

太陽光発電設備の出力の合計が、特定建築事業者がその年度において

新たに建設し、又は新築する中小規模特定建築物の棟数に〇・七を乗

じて得た値に二キロワットを乗じて得た出力以上であることとする。

ただし、その算定にあっては、次の各号のいずれかに該当する中小規

模特定建築物の棟数を除くことができるものとする。 

 一 建築面積が二十平方メートル未満の中小規模特定建築物 

 二 屋根のうち、真方位九十度以上二百七十度以下の方向に面する部

分及び水平な部分から市長が太陽光発電設備の設置に支障がある

と認める部分を除いた部分の水平投影面積が二十平方メートル未

満の中小規模特定建築物 

 三 その他太陽光発電設備を設置することが困難であると市長が認
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める中小規模特定建築物 

 ２ 前項の規定は、条例第十七条第二項の市長が定める誘導基準につい

て準用する。この場合において、前項中「二キロワット」とあるのは、

「四キロワット」と読み替えるものとする。 

 （中小規模特定建築物における太陽光発電設備の設置に代わる措置） 

［新設］ 第十一条 条例第十七条第三項の市長が定めるものは、次の各号に掲げ

る措置とする。 

 一 当該中小規模特定建築物又はその敷地において、次に掲げる設備

を設置すること 

 イ 太陽熱を利用する熱供給設備 

 ロ 地中熱を利用する熱供給設備 

 ハ その他市長が認める再生可能エネルギーを利用する設備 

 二 当該特定建築事業者が市内において建設し、若しくは新築した建

築物（当該中小規模特定建築物及び大規模特定建築物を除く。次項

第四号において同じ。）又はその敷地に太陽光発電設備又は前号に

掲げる設備を設置すること 

 三 その他市長が認める措置 

 ２ 前項各号に掲げる措置を講じた場合においては、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める出力の量の太陽光発電設備を設

置したものとする。 

 一 前項第一号に掲げる措置として、同号イ又はロに掲げる設備を設

置する場合 当該設備の年間熱供給量三千六百メガジュール当た

り一キロワット又は当該設備を設置した中小規模特定建築物若し

くはその敷地一件当たり二キロワット 

 二 前項第一号に掲げる措置として、同号ハに掲げる設備を設置する

場合 市長が適当と認める出力 

 三 前項第二号に掲げる措置として、太陽光発電設備を設置する場合

 当該太陽光発電設備の出力 

 四 前項第二号に掲げる措置として、同項第一号イ又はロに掲げる設

備を設置する場合 当該設備の年間熱供給量三千六百メガジュー

ル当たり一キロワット又は当該設備を設置した建築物若しくはそ

の敷地一件当たり二キロワット 

 五 前項第二号に掲げる措置として、同項第一号ハに掲げる設備を設

置する場合 市長が適当と認める出力 

 六 前項第三号に掲げる措置を講ずる場合 市長が適当と認める出 

力 

 （中小規模特定建築物における省エネルギー性能基準） 

［新設］ 第十二条 条例第十八条第一項の市長が定める省エネルギー性能基準

は、別表一の表に定めるとおりとする。 

 ２ 条例第十八条第二項の市長が定める省エネルギー性能誘導基準は、

別表二の表に定めるとおりとする。 

 （太陽光発電設備設置等報告書の提出の期日） 

［新設］ 第十三条 条例第十九条第一項の市長が定める期日は、建築事業者が特

定建築事業者となった年度の翌年度の九月末日とする。 

 ２ 前項の規定は、一般建築事業者等が条例第二十一条第一項の規定に

より太陽光発電設備設置等報告書を提出する場合について準用する。

この場合において、前項中「建築事業者が特定建築事業者となった年

度」とあるのは、「一般建築事業者等が太陽光発電設備の設置等に取

り組む年度」と読み替えるものとする。 

 （太陽光発電設備設置等報告書の評価） 

［新設］ 第十四条 条例第二十条の評価は、太陽光発電設備設置等報告書の内容

について、次の各号のいずれかに該当した場合に行うものとする。 

 一 中小規模特定建築物又はその敷地に設置した太陽光発電設備の

出力の合計が、条例第十七条第二項の市長が定める誘導基準を満た

す場合 

 二 中小規模特定建築物（住宅の用に供するものに限る。）について、

条例第十八条第二項の市長が定める省エネルギー性能誘導基準を

満たす場合 
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  （一般建築事業者等の太陽光発電設備設置等報告書の提出に関する読

替え） 

［新設］ 第十五条 条例第二十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表

のとおりとする。 

 条例の規定中読

み替える規定 

読み替えられる字句 読み替える字句 

第十九条第二項 記載しなければならない 記載するものとする 

第十九条第二項

第一号及び第二

十七条 

特定建築事業者 第二十一条第一項に規

定する一般建築事業者

等 

第十九条第三項 第一項 第二十一条第一項 

第二十条 前条第一項 次条第一項 

第二十八条第一

号 
太陽光発電設備設置等報告書

を提出した特定建築事業者 

第二十一条第一項の規

定により太陽光発電設

備設置等報告書を提出

した同項に規定する一

般建築事業者等 
 

 （大規模特定建築物の規模等） 

［新設］ 第十六条 条例第二十二条第一項の市長が定める規模は、建築物の延べ

面積（増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分

の延べ面積。次条において同じ。）二千平方メートルとする。 

 ２ 条例第二十二条第一項の市長が定める種類の建築物は、建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律第二十条各号のいずれかに

該当する建築物とする。 

 （大規模特定建築物における太陽光発電設備の設置基準） 

［新設］ 第十七条 条例第二十二条第一項の市長が定める基準は、太陽光発電設

備の出力の合計が、大規模特定建築物の建築面積（増築又は改築をす

る場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の建築面積。以下こ

の項において同じ。）に〇・〇五を乗じて得た面積又は当該大規模特

定建築物の建築面積から市長が別に定める太陽光発電設備の設置が

困難な屋上の部分の面積を除いた面積のいずれか小さい方の面積に、

一平方メートル当たり〇・一五キロワットを乗じて得た出力（ただし、

当該出力が、次の表の上欄に掲げる建築物の延べ面積の区分に応じ、

同表の中欄に掲げる出力に満たない場合にあっては同欄に掲げる出

力、同表の下欄に掲げる出力を超える場合にあっては同欄に掲げる出

力とする。）以上であることとする。 

建築物の延べ面積の区分 出力の下限 出力の上限 

二千平方メートル以上五千平方メー

トル未満 

三キロワット 九キロワット 

五千平方メートル以上一万平方メー

トル未満 

六キロワット 十八キロワット 

一万平方メートル以上 十二キロワット 三十六キロワッ

ト 
 

 ２ 条例二十二条第二項の市長が定める誘導基準は、太陽光発電設備の

出力の合計が、前項の規定により算定した出力の二倍以上であること

とする。 

 （大規模特定建築物における太陽光発電設備の設置に代わる措置） 

［新設］ 第十八条 条例第二十二条第三項の市長が定めるものは、次の各号に掲

げる措置とする。 

 一 当該大規模特定建築物又はその敷地において、次に掲げる設備を

設置すること 

 イ 風力を利用する発電設備 

 ロ バイオマスを利用する発電設備又は熱供給設備 

 ハ 太陽熱を利用する熱供給設備 

 ニ 地中熱を利用する熱供給設備 

 ホ その他市長が認める再生可能エネルギーを利用する設備 

 二 特定建築主が、市内において新築し、増築し、若しくは改築した

若しくは所有する建築物（当該大規模特定建築物及び中小規模特定

建築物を除く。）又はその敷地に太陽光発電設備又は前号に掲げる
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設備を設置すること 

 三 当該大規模特定建築物若しくはその敷地に太陽光発電設備を設

置する措置又は前二号に掲げる措置を講じることが困難であると

市長が認める場合にあっては、再生可能エネルギーを利用する設備

で発電された電気の調達その他の措置 

 ２ 前項各号に掲げる措置を講じた場合においては、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める出力の量の太陽光発電設備を設

置したものとする。 

 一 前項第一号に掲げる措置として、同号イ又はロに掲げる設備（同

号ロに掲げる設備にあっては、発電設備に限る。）を設置する場合

 当該設備の年間発電電力量千キロワット時当たり一キロワット 

 二 前項第一号に掲げる措置として、同号ロからニまでに掲げる設備

（同号ロに掲げる設備にあっては、熱供給設備に限る。）を設置す

る場合 当該設備の年間熱供給量三千六百メガジュール当たり一

キロワット 

 三 前項第一号に掲げる措置として、同号ホに掲げる設備を設置する

場合 市長が適当と認める出力 

 四 前項第二号に掲げる措置として、太陽光発電設備を設置する場合

 当該太陽光発電設備の出力 

 五 前項第二号に掲げる措置として、同項第一号イ又はロに掲げる設

備（同号ロに掲げる設備にあっては、発電設備に限る。）を設置す

る場合 当該設備の年間発電電力量千キロワット時当たり一キロ

ワット 

 六 前項第二号に掲げる措置として、同項第一号ロからニまでに掲げ

る設備（同号ロに掲げる設備にあっては、熱供給設備に限る。）を

設置する場合 当該設備の年間熱供給量三千六百メガジュール当

たり一キロワット 

 七 前項第二号に掲げる措置として、同項第一号ホに掲げる設備を設

置する場合 市長が適当と認める出力 

 八 前項第三号に掲げる措置を講ずる場合 市長が適当と認める出

力 

 （大規模特定建築物における省エネルギー性能基準） 

［新設］ 第十九条 条例第二十三条第一項の市長が定める省エネルギー性能基

準は、別表三の表に定めるとおりとする。 

 ２ 条例第二十三条第二項の市長が定める省エネルギー性能誘導基準

は、別表四の表に定めるとおりとする。 

 （太陽光発電設備設置等計画書等の提出の期日） 

［新設］ 第二十条 条例第二十四条第一項の市長が定める期日は、大規模特定建

築物の新築、増築又は改築に係る建築基準法（昭和二十五年法律第二

百一号）第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の

申請（次項において「確認申請」という。）又は同法第十八条第二項

若しくは第四項の規定による通知（次項において「計画通知」という。）

を行おうとする日の二十一日前とする。 

 ２ 条例第二十四条第四項の市長が定める期日は、同項の規定による変

更に係る確認申請若しくは計画通知をしようとする日又は当該変更

に係る工事に着手しようとする日の十五日前の日のいずれか早い日

とする。 

 ３ 前二項の規定は、一般建築主等が条例第二十六条第一項の規定によ

り太陽光発電設備設置等計画書を提出する場合について準用する。 

 （太陽光発電設備設置等計画書等の公表） 

［新設］ 第二十一条 条例第十九条第三項（条例第二十一条第二項において読み

替えて準用する場合を含む。）及び条例第二十四条第三項（条例第二

十六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定によ

る公表は、インターネットその他市長が適当と認める方法により行う

ものとする。 

 （太陽光発電設備設置等計画書等の評価） 

［新設］ 第二十二条 条例第二十五条の評価は、太陽光発電設備設置等計画書又

は計画変更届の内容について、次の各号のいずれかに該当する場合に
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行うものとする。 

 一 大規模特定建築物又はその敷地に設置する太陽光発電設備の出

力の合計が条例第二十二条第二項の市長が定める誘導基準を満た

す場合 

 二 大規模特定建築物について、条例第二十三条第二項の市長が定め

る省エネルギー性能誘導基準を満たす場合 

  （一般建築主等の太陽光発電設備設置等計画書の提出に関する読替

え） 

［新設］ 第二十三条 条例第二十六条第二項の規定による技術的読替えは、次の

表のとおりとする。 

 条例の規定中読

み替える規定 

読み替えられる字句 読み替える字句 

第二十四条第二

項 
記載しなければならない 記載するものとする 

第二十四条第二

項第一号 
特定建築主 第二十六条第一項に規

定する一般建築主等 

第二十四条第三

項 
第一項 第二十六条第一項 

第二十四条第四

項 
第一項の規定により太陽光発

電設備設置等計画書を提出し

た特定建築主（以下「計画書

提出特定建築主」という。） 

第二十六条第一項の規

定により太陽光発電設

備設置等計画書を提出

した同項に規定する一

般建築主等（以下「計画

書提出一般建築主等」と

いう。） 

第二十四条第四

項から第六項ま

で 

届け出なければならない 届け出ることができる 

第二十四条第五

項及び第六項 
計画書提出特定建築主 計画書提出一般建築主

等 

第二十五条第一

号 
前条第一項 次条第一項 

第二十五条第二

号 
前条第四項 次条第二項の規定によ

る読替え後の前条第四

項 

第二十七条 特定建築主 前条第一項に規定する

一般建築主等 
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第二十八条第二

号 
計画書提出特定建築主又は計

画変更届の届出をした計画書

提出特定建築主 

計画書提出一般建築主

等又は第二十六条第二

項の規定による読替え

後の第二十四条第四項

の規定による届出をし

た第二十六条第一項に

規定する一般建築主等 

第二十九条 、計画書提出特定建築主 、計画書提出一般建築主

等 
 

（身分証明書） （身分証明書） 

第八条  条例第二十九条第二項の身分を示す証明書は、別記様式によ

る。 

第二十四条 条例第四十三条第二項の身分を示す証明書は、別記様式に

よる。 

（勧告に従わない場合における公表） （勧告に従わない場合における公表） 

第九条   条例第三十一条第一項の規定による公表は、市役所の掲示

場への掲示、インターネットの利用その他市長が適当と認める方法に

より行うものとする。 

第二十五条 条例第四十五条第一項の規定による公表は、市役所の掲示

場への掲示、インターネットの利用その他市長が適当と認める方法に

より行うものとする。 

［新設］ 別表（第十二条、第十九条関係） 

 一 中小規模特定建築物における省エネルギー性能基準 

 
区分 省エネルギー性能基準 

住宅 次のいずれかに適合すること 

一 住宅ＢＥＩが〇・八以下で、かつ、外皮

平均熱貫流率が〇・六以下 

二 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損

失の防止に関する誘導基準及び一次エネル

ギー消費量に関する誘導基準（令和四年十

一月七日国土交通省告示第千百六号）に規

定する基準（第一項（３）ロを除く。三の

表において「住宅仕様基準」という。） 

非住

宅建

築物 

非住宅部

分の延べ

面積の合

計が三百

平方メー

トル以上

であって、

事務所等、

学校等又

は工場等

の用に供

するもの 

非住宅ＢＥＩが〇・六以下であること 

非住宅部

分の延べ

面積の合

計が三百

平方メー

トル以上

であって、

病院等、集

会所等、ホ

テル等、百

貨店等又

は飲食店

等の用に

供するも

非住宅ＢＥＩが〇・七以下であること 
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の 

非住宅部

分の延べ

面積の合

計が三百

平方メー

トル未満

であるも

の 

非住宅ＢＥＩが〇・八以下であること 

 

 二 中小規模特定建築物における省エネルギー性能誘導基準 

 
区分 省エネルギー性能誘導基準 

住宅 住宅ＢＥＩが〇・七以下で、かつ、外皮平均

熱貫流率が〇・四八以下であること 
 

 三 大規模特定建築物における省エネルギー性能基準 

 
区分 省エネルギー性能基準 

住宅（増築又は改

築をする場合にあ

っては、当該増築

又は改築をする部

分に限る。四の表

において同じ。） 

次のいずれかに適合すること 

一 住宅ＢＥＩが〇・八以下で、かつ、外皮

平均熱貫流率が〇・六以下 

二 住宅仕様基準 

非住宅

建築物

（増築

又は改

築をす

る場合

にあっ

ては、当

該増築

又は改

築をす

る部分

に限る。

四の表

におい

て同

じ。） 

事務所

等、学校

等又は

工場等

の用に

供する

もの 

非住宅ＢＥＩが〇・六以下であること 

病院等、

集会所

等、ホテ

ル等、百

貨店等

又は飲

食店等

の用に

供する

もの 

非住宅ＢＥＩが〇・七以下であること 

 

 四 大規模特定建築物における省エネルギー性能誘導基準 

 区分 省エネルギー性能誘導基準 

住宅 
住宅ＢＥＩが〇・七以下で、かつ、外皮平均

熱貫流率が〇・四八以下であること 

非住宅建築物であ

って、都市再生特

別措置法（平成十

四年法律第二十二

号）第二条第三項

に規定する都市再

生緊急整備地域内

のもの 

非住宅ＢＥＩが〇・五以下であること 

 

 備考 

 一 この表において使用する用語は、この表に特別の規定があるも

のを除くほか、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

（平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号。以下「基準省

令」という。）の定めるところによる。 

 二 住宅ＢＥＩとは、次のいずれかの値をいう。 

 イ 建築物の住宅部分の設計一次エネルギー消費量（基準省令第
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一条第一項第一号イに規定する設計一次エネルギー消費量を

いい、その算出の際用いる基準省令第四条第一項のＥsにあっ

ては、コージェネレーション設備に係るものに限るものとし、

同項のＥＭを除いて算出したものをいう。第三号において同

じ。）を基準一次エネルギー消費量（基準省令第一条第一項第

一号イに規定する基準一次エネルギー消費量をいい、基準省令

第五条第一項のＥＭを除いて算出したものをいう。第三号にお

いて同じ。）で除して得た値 

 ロ 基準省令第一条第一項第二号の国土交通大臣がエネルギー

消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により算出さ

れる値 

 三 住宅部分の単位住戸の数が二以上の場合における設計一次エ

ネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量は、次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。 

 イ 設計一次エネルギー消費量 単位住戸の設計一次エネルギ

ー消費量を合算した量（住宅部分に共用部分が含まれる場合に

あっては、当該量と当該共用部分の設計一次エネルギー消費量

とを合算した量） 

 ロ 基準一次エネルギー消費量 単位住戸の基準一次エネルギ

ー消費量を合算した量（住宅部分に共用部分が含まれる場合に

あっては、当該量と当該共用部分の基準一次エネルギー消費量

とを合算した量） 

 四 非住宅ＢＥＩとは、次のいずれかの値をいう。 

 イ 建築物の非住宅部分の設計一次エネルギー消費量（基準省令

第一条第一項第一号イに規定する設計一次エネルギー消費量

をいい、その算出の際用いる基準省令第二条第一項のＥＳにあ

っては、コージェネレーション設備に係るものに限るものと

し、同項のＥＭを除いて算出したものをいう。ロ及び第五号に

おいて同じ。）を基準一次エネルギー消費量（基準省令第一条

第一項第一号イに規定する基準一次エネルギー消費量をいい、

その算出の際乗じることとされる基準省令第三条第一項のＢ

及び同項のＥＭを除いて算出したものをいう。ロにおいて同

じ。）で除して得た値 

 ロ 建築物の用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル

建築物の設計一次エネルギー消費量を当該一次エネルギー消

費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量で除して得た

値 

 ハ 基準省令第一条第一項第一号の国土交通大臣がエネルギー

消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により算出さ

れる値 

 五 一の表、三の表及び四の表の規定にかかわらず、非住宅部分を

二以上の用途に供する場合における省エネルギー性能基準及び

省エネルギー性能誘導基準は、次のいずれかに定めるところによ

る。 

 イ 各用途に供する部分ごとに算出した設計一次エネルギー消

費量を合算した量が、各用途に供する部分ごとに算出した基準

一次エネルギー消費量（基準省令第一条第一項第一号イに規定

する基準一次エネルギー消費量をいい、基準省令第三条第一項

のＥＭを除いて算出したものをいい、同項のＢの値を当該用途

に供する部分に応じて一の表の下欄、三の表の下欄又は四の表

の下欄に掲げる非住宅ＢＥＩの上限値に読み替えて算出して

得た値をいう。ロにおいて同じ。）を合算した量を超えないこ

と 

 ロ 各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物

ごとに算出した設計一次エネルギー消費量を合算した量が、当

該用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ご

とに算出した基準一次エネルギー消費量を合算した量を超え

ないこと 
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 六 複合建築物（増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又

は改築をする部分に限る。）における省エネルギー性能基準及び

省エネルギー性能誘導基準は、次のいずれかに定めるところよ

る。この場合において、増築又は改築をするときは、イに定める

ところによる。 

 イ 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合する

こと 

 （一） 中小規模特定建築物における省エネルギー性能基準 住

宅部分にあっては一の表の住宅の区分に応じ同表下欄に定

める省エネルギー性能基準に適合し、かつ、非住宅部分に

あっては同表の非住宅建築物の用途の区分に応じ同表下欄

に定める省エネルギー性能基準に適合すること 

 （二） 大規模特定建築物における省エネルギー性能基準 住宅

部分にあっては三の表の住宅の区分に応じ同表下欄に定め

る省エネルギー性能基準に適合し、かつ、非住宅部分にあ

っては同表の非住宅建築物の用途の区分に応じ同表下欄に

定める省エネルギー性能基準に適合すること 

 （三） 大規模特定建築物における省エネルギー性能誘導基準 

住宅部分にあっては四の表の住宅の区分に応じ同表下欄に

定める省エネルギー性能誘導基準に適合し、かつ、非住宅

部分にあっては同表の非住宅建築物の区分に応じ同表下欄

に定める省エネルギー性能誘導基準に適合すること 

 ロ 当該建築物の設計一次エネルギー消費量（住宅部分の第二号

イに規定する設計一次エネルギー消費量と非住宅部分の各用

途に供する部分ごとに算出した第四号イに規定する設計一次

エネルギー消費量とを合算した量をいう。）が基準一次エネル

ギー消費量（住宅部分の第二号イに規定する基準一次エネルギ

ー消費量に〇・八（省エネルギー性能誘導基準の算出にあって

は、〇・七）を乗じて得た量と非住宅部分の各用途に供する部

分ごとに算出した第四号イに規定する基準一次エネルギー消

費量とを合算した量をいう。）を超えず、かつ、住宅部分の外

皮平均熱貫流率が〇・六（省エネルギー性能誘導基準の算出に

あっては、〇・四八）を超えないこと 

別記様式（第八条関係） 別記様式（第二十四条関係） 
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（表面） 

 第     号  

 

 

 

 

 

5.5cm 

身 分 証 明 書 

 

  所 属 

  氏 名 

上記の者は，仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例第 29条第１項の 

規定により立入調査を行う者であることを証明する。 

 

      年  月  日 

仙台市長     印 

9.0cm   

 

（裏面） 

仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例（抜粋） 

（立入調査） 

第 29 条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，その職員に，計画書提

出特定事業者その他の関係者の同意を得て，当該者に係る事業所その他の場所に

立ち入り，必要な調査をさせることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関

係者の請求があったときは，これを提示しなければならない。 

  

 

（表面） 

 第     号  

 

 

 

 

 

5.5cm 

身 分 証 明 書 

 

  所 属 

  氏 名 

上記の者は，仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例第 43条第１項の 

規定により立入調査を行う者であることを証明する。 

 

      年  月  日 

仙台市長     印 

9.0cm   

 

（裏面） 

仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例（抜粋） 

（立入調査） 

第 43 条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，その職員に，計画書提

出特定事業者，報告書提出特定建築事業者等その他の関係者の同意を得て，当該

者に係る事業所その他の場所に立ち入り，必要な調査をさせることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関

係者の請求があったときは，これを提示しなければならない。 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和九年四月一日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日から起算して二十一日が経過する日までの間に、この規則による改正後の仙台市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行

規則第二十条第一項に規定する確認申請又は計画通知が行われた場合における同項の規定の適用については、同項中「市長が定める期日は、大規

模特定建築物の新築、増築又は改築に係る建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認

の申請（次項において「確認申請」という。）又は同法第十八条第二項若しくは第四項の規定による通知（次項において「計画通知」という。）

を行おうとする日の二十一日前」とあるのは、「規定による提出は、令和九年四月一日以降速やかに行うもの」とする。 


